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は じ め に 

 

 本報告書は、国立大学法人茨城大学監事監査規則（平成１６年４月１日 

制定）に基づいて実施した平成２７年度の監事監査の結果をまとめたもので

ある。 

監事監査では、「平成２７年度監事監査計画」に沿って、本学の業務及び

会計に関する事項を総括する定期監査に加え、特定の問題点についての意見

を表明した。 

監査に際しては、平成２７年度が第２期中期目標・中期計画期間の最終年

度に当たることから、①大学の業務全般を監査の対象とし、②大学改革、各

学部の取組及び教育研究を重点項目に取り上げ、③客観性を重視し、定量的

な根拠に基づくことに心掛けて業務監査及び会計監査を実施し、本学の改革

及び業務執行の進捗状況と課題を明らかにするように努めた。 

その上で、本学の業務改善に資するため適法性、妥当性及び効率性の観点

から監事意見を述べるとともに、課題を有していた学生の懲戒及びヒトを対

象とする研究における研究倫理等について、今後の適切な運用に反映してい

ただくために意見の表明を行った。 

私どもの報告書が、本学の改革と教育・研究の推進、業務運営の改善、及

び今後の地域貢献に些かなりとも資することを願って止まない。 

おわりに、監事監査の実施にあたり、役員の方々及び各部局の皆様の丁寧

な説明と指摘に対する真摯な対応、さらには、監査室の支援など関係者の多

大なる協力を得たことに対し、深く感謝申し上げる。 
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第１章 平成２７年度監事監査計画 

１ 監査の基本方針 
   国立大学法人茨城大学監事監査規則（平成１６年４月１日制定）に基づき、本

学が掲げる理念・目標を達成する観点から本学業務の適正かつ効率的な運営に資

するため、監査室及び会計監査人と連携して監事監査を実施する。 

 
２ 監査事項及び重点項目 
   監事監査規則第５条の規定に定める事項について監査を実施する。 

（１） 重点項目 

① 大学改革 
・教育研究組織及び給与制度の改革 
・第３期中期目標・中期計画の策定 

    ・ガバナンスのあり方（資源配分、人事方針等） 

② 各学部の取組 
    ・学部毎の課題と解決に向けた取組 
    ・学部間連携・融合の取組 

③ 教育研究 
・ＤＰ、ＣＰ、ＡＰの３ポリシーの策定・見直し 
・教養教育充実に向けた取組（教養教育再構築、全学教育機構の検討等） 

    ・研究倫理の取組（研究不正防止、ヒトを対象とする研究、教職員への周知 
等） 

（２） 業務監査 
① 管理運営 

    ・中期目標、中期計画及び年度計画における平成２７年度の取組 
・内部統制システム充実に向けた取組 
・業務効率化 

    ・学長の業績評価体制の整備等 
    ・学生確保、入試対策 
    ・大学広報 

② 人事管理 
 ・人事制度、人事政策、人件費抑制 
・労務管理（採用計画、勤務評価、処遇、異動など） 
・教職員研修（ＦＤ、学内研修、学外研修など） 
・労働環境整備 
・不適正な経理処理及び訴訟への対応 

③ 財 政 
・平成２７年度決算 
・政策配分経費等の執行状況 
・経費削減 
・平成２８年度予算編成 

④ 情報管理・活用 
   ・情報管理（ＩＴ計画の推進、セキュリティ及び個人情報の保護など） 

・ＩＲ機能の強化 
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⑤ 施設・資産管理 
・施設、資産の活用状況 
・次期キャンパスマスタープランの策定 

⑥ 学生支援 
・グローバル化（国際戦略の策定、受入留学生・派遣留学生支援など） 
・学修・就職支援 
・修学・生活支援（奨学金、学生寮の整備など） 
・メンタルヘルスへの対応 

⑦ 教育・研究支援 

・研究推進戦略の策定 
・外部資金獲得による教育研究推進及びその支援 

⑧ 危機管理 
・危機管理体制の強化 

⑨ 地域連携・地域貢献 
・ＣＯＣ事業及び社会連携センター事業 
・地方創生に向けた取組 

⑩ その他大学業務 
・卒業生、父兄等との連携強化（ＯＢ組織、ホームカミングデーなど） 

（３） 会計監査 
① 平成２７年度決算 
② 資金運用、資産管理 
③ 人件費、一般管理費 

３ 監査の種別 
定期監査と臨時監査とする。 

４ 監査の方法 
（１） 定期監査は、役員会、経営協議会及び教育研究評議会等の重要な会議へ出 

席するとともに、監査調書等の書面及び担当責任者へのヒアリングによって実

施する。 
会計監査は、主として会計監査人の監査結果の相当性を判断することによっ

て行う。 
（２） 臨時監査は、書面、担当責任者へのヒアリング及び実地監査によって実施 

する。事前に監査対象部局との日程等について調整する。 
５ 監査の実施期間 
（１） 業務監査 
     定期監査  平成２７年７月から平成２８年６月に実施 
    臨時監査  適宜実施 
（２） 会計監査 

決算終了後の平成２８年６月上旬に実施 
６ 監査報告書の作成 
   平成２８年６月までに監査報告書を作成する。 
７ 監査報告書及び意見 
（１） 監査報告書は、学長に提出する。 
（２） 監査の結果に基づき必要があると認めるときは、監事の意見を学長に提出 

する。 
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（別 表）  
平成２７年度監事監査計画表 

 
 

１ 重点項目（臨時監査）    

      監査の項目       実施時期 

大学改革            

・組織及び給与制度改革 
  ・第３期中期目標・中期計画の 

策定 
  ・ガバナンスのあり方 

      
１～ ３月 

 

  各学部の取組 
  ・学部毎の課題と解決に向けた 

取組 
  ・学部間連携・融合の取組 

 
１～ ３月 

 

  教育研究 
  ・３ポリシーの策定・見直し 
  ・教養教育充実に向けた取組 
  ・研究倫理の取組 

      
９～１２月 

 
 

２ 業務監査   

監査の項目 実施時期 

・管理運営       通年 

・人事管理       通年 

・財 政      １～ ３月 

・情報管理・活用       随時 

・施設・資産管理       随時 

・学生支援       通年 

・教育・研究支援       通年 

・危機管理       随時 

・地域連携・地域貢献       随時 

・その他大学業務       随時 

 
 

３ 会計監査   

     監査の項目      実施時期 

  ・平成２７年度決算      ５～６月 

  ・資金運用、資産管理      ５～６月 

  ・人件費、一般管理費      ５～６月 
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第２章 監査結果 

 １ 監査の方法及びその内容 
   国立大学法人茨城大学監事監査規則及び平成２７年度監事監査計画に基づき、 
  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの平成２７事業年度の業務及

び会計に関して監査を実施し、以下のとおりと判断した。 

 
 
 ２ 監査の結果 

（１）本学の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中期目標の着実な達成 

に向け効果的かつ効率的に実施されているものと認める。 
（２）内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。ま

た、内部統制システムに関する学長の職務執行について、指摘すべき重大な

事項は認められない。 
（３）役員の職務執行に関する不正の行為または法令等に違反する重大な事項は認

められない。 
（４）事業報告書は、法令に従い、本学の状況を正しく示しているものと認める。 
（５）財務諸表は、国立大学法人会計基準等に従い作成され、本学の財政状況及び

運営状況等を正しく表示しているものと認める。決算報告書は、予算の区分

に従って決算状況を正しく表示しているものと認める。 
（６）会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は、相当である

と認める。 

 
    定期監査の内容及びそれらに基づく具体的意見は、次章以下のとおりである。 

 
 

第３章 定期監査 

定期監査では業務監査と会計監査を実施した。業務監査においては、役員会そ

の他重要な会議に出席し審議過程及びその結果を確認するとともに、平成２７年

度監事監査計画に掲げた重点項目及び監査事項について理事、副学長、５学部長

及び担当部門の責任者等から業務処理状況の聴取及び資料の提出を求めた。さら

に、重要な書類の回付を受け、主要な事業所において業務及び財産の状況調査を

行った。 
会計監査では、会計監査人及び監査室との定期的会合（三者協議会、四者協議

会及び意見交換等）において、会計監査人から報告・説明を受け、財務諸表、事

業報告書及び決算報告書について検討を加えた。また、監査室の定期監査等にも

可能な限り同行し、公的研究費の執行管理状況等の把握に努めた。 

 
１ 重点項目 
（１） 大学改革 

・ 「茨城大学改革アクション・プログラム」に基づき、教育組織、教育内容

及び大学運営等の各分野にわたる改革の取組が鋭意推進された。 

  教育研究組織改革では、「全学教育機構」、「全学教職センター」及び「アド



6 
 

ミッション・オフィス」の設立準備委員会がそれぞれ設置され、組織及び業

務、職員の配置、規程等の検討が進められた。 

 
・ 「全学教育機構」は、平成２８年４月の設置、平成２９年４月からの新カ

リキュラムに対応する基盤教育科目の開講に向けて、運営体制、質保証、共

通教育、国際教育、学生支援の検討及び関連規程の整備等が進められた。あ

わせて、入門科目、共通基礎科目、リベラルアーツ科目における基盤教育の

科目構成の検討も行われた。 
「全学教職センター」は、現行の教育実践総合センターを発展的に位置づ

け直し、平成２８年４月の設置、平成２９年度からの本格稼働に向けての全

学的な教員養成機能向上に向けた検討が進められた。 
「アドミッションセンター」は、平成２８年５月の設置、平成２９年度か

らの学部改組に対応するため、高大接続を踏まえた入試改革に総合的に取り

組む体制整備等の検討を行った。 

  
・ 学内での検討結果に基づき、学部・大学院改組について文部科学省との協

議を進めた。 
  大学院では、平成２８年４月の教職大学院の設置、理工学研究科博士前期・

後期課程の改組が認められ、「量子線科学専攻」を新たに設置することが決定

した。さらに、平成２９年４月の「社会人学び直しのコース」設置に伴う人

文科学研究科の人文社会科学研究科への再編、農学研究科の１専攻４コース

体制への再編についての協議も終了した。 
  人文学部は、現行の２学科から平成２９年４月にメジャー・サブメジャー

制導入による３学科制への再編の協議を終了した。 
  教育学部は、平成２８年度で情報文化課程及び人間環境教育課程の学生募

集を停止し、実践的教員養成に特化したコース再編の協議を終了した。 
  工学部は、平成３０年度からの学部、大学院６年一貫教育を目指す改組の

方向性が確認された。 
  農学部は、平成２９年度から現行の３学科から２学科４コース体制への改

組に向けた協議を終了した。 
  また、改組に併せ全学の人員の配置、新たな教員の採用等についての検討

も進められた。 

 
・ 給与制度の改革においては、年俸制の導入に伴い、教員を対象とした年俸

制概要説明会を開催し、制度の概要、年俸制適用教員の業績評価法等につい

ての理解を深めるとともに、「国立大学法人茨城大学年俸制適用教員の業績

評価に関する規程」を制定した。 
第３期中期計画目標は１００名以上としているが、平成２８年４月１日に

おける年俸制適用教員数は、切り替え４名、新規採用９名の合計１３名であ

る。 
さらに、優秀な若手人材の確保・育成と教育研究の活性化を目的としたテ

ニュアトラック制についても導入を決定し、「国立大学法人茨城大学教員の

テニュアトラック制に関する規程」の制定作業を進めた。 
  また、クロスアポイントメント制度も導入され、独立行政法人日本原子力
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研究開発機構との間で、具体的な協議が進められ、平成２８年４月１日のク

ロスアポイントメント制度対象者数は１名である。 

 
・ 平成２８年度からの第３期に向けて、本学のミッションと目標を明示する

とともに、目標達成のための６つの戦略的取組を大学運営の柱とする第３期

の取組の全体像を示す「国立大学法人茨城大学中期目標」が文部科学大臣か

ら提示され、「国立大学法人茨城大学中期計画」が認可された。ここでは各項

目に複数の評価指標を設定して、達成度を総合的に評価できるようにした。 
併せて、第３期初年度の取組についての「平成２８年度国立大学法人茨城

大学年度計画」を策定し、文部科学大臣に届出た。 

 
・  本学は、機能強化の方向性に応じた３つの重点支援の枠組みのうち、「主

として、地域に貢献する取組とともに、専門分野の特性に配慮しつつ、強み

特色ある分野で世界・全国的な教育研究を推進する取組を中核とする国立大

学」を選択した。（これに伴い、機能強化促進係数の適用による機能強化経

費の措置がなされた。＊Ｐ１７再掲 ） 

 
   ・ 大学ガバナンス改革に伴う学内規則の整備については、５月に、採用、昇 

進、人件費配分及び定員管理の基本方針を内容とする「全学人事基本方針」、 
「平成２８年度における人事方針」を策定した。１２月には、学長の最終的 
な決定権を担保する「学部長の任命に関する取り扱い」を定めるとともに、 
特任教員を大学改革のために採用出来る道を開いた。 

 
・ 平成２６年度の業務実績については、国立大学法人評価委員会から法人の

基本的な目標に沿って計画的に取り組んでいることが認められるとの全体評

価をいただいた。しかしながら、奨学金貸与の事務手続きにおける過誤など

についての指摘を受けた。 

 
・  平成２７年度受審の大学評価･学位授与機構による機関別認証評価では、 

本学は大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価基準を満たしてい

るとの評価を得た。特に、広域水圏環境科学教育研究センター、アクティブ・

ラーニング、ＡＩＭＳプログラム、及びＣＯＣ事業等の取組が優れた点とし

て評価された。 
          一方において、①受講登録できる単位数の上限が高めに設定されており単

位数に見合った実質的な学習時間の確保につながっているとはいえない、②

一部の学部において成績評価に対する学生の異議申立て制度が未整備である、

との指摘を受けた。 ②については、意義申立に関する全学的に統一した要項

の整備を行い、年度内に対応を終了した。 

 
・ 経営協議会においては、外部からの意見を大学運営に反映させるために、

大学改革等の重要な項目についての報告を行うとともに、第３期中期目標・

中期計画や教育改革等の重要事項について、委員の方々から多数のご意見を

いただいた。これらの意見を活用することにとどまらず、その対応について

のフィードバックも行った。 
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   ・ 平成２６年度の学長の業績評価については、事業年度中に学長選考が行わ

れたことから、平成２７年度の業績評価と併せて平成２８年７月に行うこと

とし、平成２７年９月１７日に「国立大学法人茨城大学学長選考会議」を開

催して、学長のプレゼンテーション及び委員との質疑応答により中間評価を

行った。監事は会議に陪席して、審議過程及びその結果の確認を行った。 
     各委員からは、総じて学長がリーダーシップを発揮して就任以来予想を上

回るスピードで教育改革・組織改革を進めているとのコメントがあった。 

 
 
   [監事意見] 

   ・  第２期中期目標・中期計画期間の最終年度にあたる平成２７年度は、「茨城 
大学改革アクション・プログラム」に基づき、スピード感をもって教育組織

及び教育内容等の検討が進められ、改革の取組が加速したことは高く評価で

きる。 

第３期においては、本学が地域社会から信頼され、特色ある研究で国際的

に認知される大学に向けた取組のさらなる前進に期待する。 

 教育研究組織改革においては、平成２８年度はこれまでの取組の丁寧な仕

上げを行い、平成２９年度からの学部、大学院の改組にあわせて、「全学教

育機構」、「全学教職センター」及び「アドミッションセンター」の新たな組

織が円滑に運営されることを期待する。 

 
   ・  全学教育機構の平成２８年４月設置に向けた様々な検討や調整等のこれま

での取組は評価できる。引き続き、平成２９年度からの本格稼働への万全の

準備に加え、教員の方々が納得し、安心して機構に移れる環境整備に尽くさ

れたい。 

 
・ 給与制度の改革についても、年俸制及びテニュアトラック制の導入、クロ

スアポイントメント制度の具体的な協議等が進められたことは評価できる。

平成２８年度からの実施にあたっては、これらの制度を活用して本学の活性

化が図られるとともに、全学人事委員会を通じて該当教員の業績評価など適

切な運用がなされることを期待する。  

   
・  平成２６年度業務実績に関する評価結果について、評価の結果が概ね良好

であるという評価をいただいたのは大変結構なことであるが，奨学金貸与の

事務手続における過誤があり、本学の課題事項として取り上げられたことは

残念である。それぞれの担当者が目の前にある情報の重要性や受験生の一生

を左右することの重みをしっかりと感じて業務を遂行することが強く望ま

れる。 

 
 

（２） 各学部の取組 
   ア 人文学部 

・ 改組では、平成２９年４月に現行の２学科からメジャー・サブメジャー制

導入による３学科制への再編、及び人文科学研究科の「社会人学び直しのコ
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ース」設置と同時の人文社会科学研究科への名称変更について文部科学省協

議を終了した。 
併せて、２８年４月の全学教育機構の設置に伴い、配置する教員人事につ

いての検討も進められた。 

 
イ 教育学部 

  ・ 改組では、大学院における平成２８年４月の「教育実践高度化専攻」（教職

大学院）の設置、学部においては平成２８年度で情報文化課程及び人間環境

教育課程の学生募集を停止し、実践的教員養成に向けたコース再編について

の文部科学省協議を終了した。 
また、平成３０年度の入試に向けた入試改革の議論も、高大連携を基本に

茨城県教育委員会との間で協議が進められた。 

 
・  就職相談室においては、４名の指導員を配置して、学生の持参するカルテ 

に基づく個別指導の実施に加え、個人面接と小論文の書き方を中心に指導を

行った。指導は（教育学部だけでなく）全学の学生を対象としている。 
こうした取組の結果、平成２８年度教員採用試験における教育学部の合格

者は１４３名（２７年度教員採用試験１２５名）であった。また、全学の合

格者は１５１名（２７年度教員採用試験１３２名）、このうち茨城県採用試験

合格者は２０９名（２７年度２１４名）であった。 

 
・ 県教育委員会が進める「いばらき理科教育推進事業」と連携し、現役の小

学校教諭を対象とした理科授業の質向上のための実践指導、研究会等の研修

事業を実施した。さらに、科学の甲子園ジュニア茨城県大会の審査に教員の

派遣を行った。 

 
ウ 理学部 
・ 工学部とともに理工学研究科の改組に取り組むとともに部局化についての

検討を進めた。また、アンダラス大学（インドネシア）との学部間交流を実

施し、１０月に１３名の学生の受入を行うとともに同大学との学部間協定か

ら大学間協定に発展させるための検討も進めた。 

 
・ 平成２８年３月に量子線科学分野の外部評価を実施し、多くの委員から、

研究面では共同研究も数多く、発表論文については質・量とも確保されてい

ること、研究成果の発信及び外部資金獲得の取組等において概ね良好な評価

を得た。 

 
・ 広域水圏環境科学教育研究センターでは、私立及び外国の大学に所属する

学生も同等の条件で利用できる措置を講じたことにより、平成２７年度の利

用者数は、大学及び民間企業等の５１機関で４２２名（平成２６年度２８１

名）、延人数で１，１３９名（平成２６年度１，０７９名）にのぼった。さら

に、教育・実習プログラムの開発など継続認定に向けての取組も進められた。 
     宇宙科学教育研究センターにおいても、今後の体制強化や将来構想の検討

が進められた。 
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  エ 工学部 
・ 改組では、理工学研究科博士前期・後期課程の改組、及び環境放射線科学、

物質量子科学、化学・生命、ビームライン科学の４コースからなる「量子線

科学専攻」の設置が認められた。また、学部においても、平成３０年度から

の学部、大学院６年一貫教育を目指した改組に着手した。また、理工学研究

科を部局化することについて検討を進めた。 

 
・  懸案であった学生寮の改修（吼洋寮Ｂ・Ｃ棟）が完了し、新年度からの入 

寮生の募集を行った。また、図書館工学部分館及びＥ２棟にラーニング・コ

モンズとアクティブラーニングスタジオの整備がなされた。 

 
  オ 農学部 

・ 実務型農学系人材を育成することを目的として現行の３学科から２学科４

コース体制への改組（定員１１５人→１６０人）、及び高度専門農学系人材を

育成するため、農学研究科の１専攻４コース体制への再編（定員４３人→４

８人）について文部科学省協議を終了した。 

 
  ・ 国際化に向けて、ＡＩＭＳプログラムやＤＤプログラム、修士課程サステ

イナビリティ学プログラム等が計画的に進められた。 
また、図書館にラーニング・コモンズの整備がなされた。 

 
   カ  学部間の連携    

・ 学部間連携・融合においては、ＡＩＭＳプログラムに基づく学生の派遣及

び留学生の受入を関係学部が協力して実施した。 

 
・  人文学部と教育学部間においては、２年次からの専門科目について、歴史、 

哲学、倫理学、書道、地理学、日本国憲法及び博物館学等の６３講座を両方

の学生が履修できる相互乗り入れを実施している。 

     
・  夏休み期間中に、教育学部、理学部、工学部及び農学部の教員による「実 

験実技研修」（延べ６回１２講座）を、水戸、日立、阿見キャンパス及び宇宙

科学教育研究センターにおいて開催した。 
 さらに、上記学部の教員による「夏休み科学自由研究の指導」（５回１０講

座）を、水戸、日立、阿見キャンパス、女性プラザ及び県西生涯学習センタ

ーの県内５会場において実施した。 

 
 
   [監事意見] 

・ 人文学部の改組では大学院・学部とも文部科学省の協議が終了したことは

評価できる。引き続き、ポスト削減の中でのカリキュラム保証、全学教育機

構への教員の配置及び入試改革等の学部内の丁寧な調整はもとより、高等学

校及び受験生への改組のＰＲについても力を入れていただきたい。 
    平成２６年３月の人文学部地域連携委員会外部評価報告書において、地域

連携の定義が曖昧との指摘がなされている。市民共創教育研究センターの活
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動は評価できるが、外部目線に立って、社会連携センター、地方創生推進室

の活動との全学的な役割分担の明確化を図り、地域のニーズに的確に対応で

きる地域連携活動に繋げていくことが必要と思料される。 

 
・ 教育学部の改組では、大学院及び学部再編の文部科学省協議を終了したこ

とは評価できる。 教員採用試験対策についても、充実したプログラムによる

学生支援の取組がなされたことを評価する。 
平成２８年４月に「全学教職センター」が設置されたことから、平成２９

年度からの本格稼働に向けて十分な議論と準備を行い、これまで十分でなか

った教育学部以外の学生に対しても実践力養成などの支援の充実を図るなど

さらなる合格者の増加につながることを期待する。 
一方、教員採用試験合格者の把握において不十分な学部が見受けられるこ

とから、今後、学部別、都道府県別の合格者の正確な把握に努めることが望

まれる。 

 
・ 理学部においては、工学部とともに理工学研究科改組についての文部科学

省協議を終了したことは評価できる。 
さらに、広域水圏環境科学教育研究センターにおいては、共同利用拠点と

しての機能向上、及び継続認定に向けて全学的な施設整備計画の議論を期待

する。また、施設の雨漏りが散見されることから、当面の応急修理はもちろ

んのこと、将来における施設整備のあり方についても検討のうえマスタープ

ランに位置付けする必要があると思料される。   
また、宇宙科学教育研究センターについても、体制面、他大学・研究機関

との連携、外部研究者の利用の活発化等を含めた今後の方向性をしっかりと

議論しておく時期に来ていると思われる。 

 
 ・ 工学部においては、理学部とともに理工学研究科改組及び学部改組につい

ての文部科学省協議を終了したことは評価できる。引き続き、文部科学省と

の調整に尽力されたい。 
平成２８年度の入学試験において、特に博士後期課程の量子線科学専攻の

定員充足率が５０．０％で定員を充足出来ない状況にある。平成２８年１０

月入学及び来年度に向けて学生確保対策を十分に検討願いたい。    
    また、キャンパス整備についても、厳しい財政状況ではあるが、学生寮、

学生食堂、正門及び駐車場等の施設については、今後とも計画的な整備が望

まれる。 

 
・  農学部における国際化に向けた様々な取組は一定の評価が出来る。今後の 

さらなる取組に対応していくためには国際化をサポートする事務体制の整備

も急務であり、全学的な対応が求められる。 
また、改組に伴って学生の定員増にあわせた教室や実験等に必要となる施

設整備については、財政状況の厳しい現状では、当面は現在の施設での対応

となろうが、新講義棟整備の概算要求も視野に入れ学内の優先順位を高め、

国に対し必要性を十分説明していく必要があるものと思われる。   
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（３）教育研究 
・ 本学の教育目標の明確化を図るため、ＤＰ、ＣＰ、ＡＰの３ポリシーの策

定・見直しを行うとともに、全学教育機構、全学教職センター及びアドミッ

ションセンター及び教育の実施についての検討が進められた。 あわせて、Ｄ

Ｐ、ＣＰに沿ってアクティブ・ラーニングやＰＢＬの充実、英語教育の強化

等の教育の実施による教養教育充実に向けた取組みも進められた。 

  
   ・ 研究倫理への取組では、文部科学省のガイドラインに基づく履行状況調査

に加え、学内の不正行為が起こりにくい環境及び体制の整備、研究倫理教育

の実施、教職員への周知等の取組についての確認を行った。 
あわせて、「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への

対応に関する規程」に基づき、「国立大学法人茨城大学における研究活動上の

不正行為にかかる調査等の実施にかかる取扱細則」を定めた。 
     これらを踏まえて、日本学術振興会の作成した「科学の健全な発展のため

に～誠実な科学者の心得～」を教職員全員に配布するとともに、年間を通じ

て各種研修の機会を捉えて研究活動上の不正行為等への対応の説明会を実施

して、学内の全教職員に対して周知を図った。 

      
   ・ ヒトを対象とする研究について、本学では、「茨城大学のヒトゲノム・遺伝

子解析研究、臨床研究及び疫学研究倫理規程」に基づき、茨城大学生命倫理

審査委員会において倫理的、科学的観点から審査が行われている。 
しかし、本学の倫理規程は医学系の研究に力点が置かれており、ヒトを直

接の対象として行われる生物学的、認知科学的、行動科学的研究の倫理審査

にはそぐわない点が見受けられることから、ヒトを被験者として情報、デー

タ等を収集・採取して行う実験及び調査についても相応の研究倫理を遵守す

る必要性のあること、全学委員会と各学部の委員会の整合性等について意見

を述べた。 
この結果、これまでのヒトを対象とする「医学系研究」に加え、「非医学系

研究」にまで対象を広げるとともに、学部委員会の設置、及び全学委員会と

連携して審査する体制を可能とする倫理規程の一部改正が行われた。 
                              （Ｐ30 参考資料①） 

 
・ サステイナビリティ学研究においては、５月にベルリン自由大学教授のミ

ランダ・シュラーズ氏、東京大学名誉教授の山脇直司氏を招き、「エネルギー

から考えるポスト震災社会とサステイナビリティ学」をテーマにシンポジウ

ムを開催した。ドイツ政府の原発問題倫理委員会の委員を務めたミランダ・

シュラーズ氏は、ドイツのエネルギー転換政策の歴史や倫理委員会の報告内

容、その後の具体的な取組や課題について講演された。 
  ７月には、パリで行われた気候変動問題について議論する国際会議「Our 

Common Future Under Climate Change」において、学長が約２，０００名

の参加者を前に基調講演を行い、今世紀後半に向けて気象災害の激化が予想

されるためそれに対する備えのある社会を作ることの重要性を強調した。 

 
・ 粒子線分野の研究においては、東京大学農学生命科学研究科の五十嵐圭日
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子准教授とフロンティア応用原子科学研究センターの日下勝弘准教授らの研

究グループは、Ｊ－ＰＡＲＣの茨城県生命物質構造解析装置（iBIX）を用い

て、キノコが生産する酵素セルラーゼの構造解析に成功した。 

 
 

   [監事意見] 

・  全学教育機構については、平成２９年度からの本格稼働に向けて、ＤＰ（デ 
ィプロマポリシー）で定めた５つの知識・能力を備えた人材育成を実現する

ため、共通教育プログラムの編成、グローバル教育及び学修、生活、心身の

健康、就職等のトータルな学生への支援など万全の準備に当たられることを

期待する。 

 
    ・ 工学部にラーニング・コモンズ、アクティブラーニングスタジオ（ＨＡＬ

Ｓ）、農学部にラーニング・コモンズの整備がスピーディになされたことは教

育環境整備の面からも評価できる。 
水戸キャンパスの図書館本館では、多くの学生の積極的な利用がなされ、

土曜アカデミーでの様々な事業展開は地域貢献面からも評価できる。      
インフォメーションラウンジについては、受験生の相談等にも対応できる

機能を持たせることは本学の好イメージにもつながると思われることから、

アドミッションセンター機能の一部をここで行えるようにすることの検討を

望む。 

 
・ 研究活動における不正行為や公的研究費の不適切な使用防止に対しては、

学長を最高責任者とする体制の整備に加えて、規程の整備や教職員への説明

会の実施、「研究費使用ハンドブック」の作成・配布等を行い、公的研究費の

適切な使用と研究不正防止について全学の周知徹底に努めたことは評価でき

る。 

 
・  ヒトを対象とする研究については、９月の執行部会議で指摘して以降、制 

度の見直しが迅速に行われた。審査の要点はしっかり守りつつ学部に委譲で

きるところは委譲して小回りがきくようにしている点、審査委員の構成の工

夫、学長まで含む教育・研修の必要性をうたっている点など、他大学に例を

見ない優れた内容になっていると評価する。 
面倒と感じられる教員がいることが推察されるが、委員の指摘に基づく安

全な実験への改善、個人情報の保護の観点からオフラインのコンピュータへ

のデータの保管など、より問題のない研究の実施につなげられるというメリ

ットがあると思われる。さらに、手順を踏んで研究を実施する教員の後ろ姿

は学生に対する研究倫理教育にもなると思われる。その上で、該当する研究

費の獲得に向けて積極的にチャレンジしてもらいたい。 

 
 

２ 業務監査 
（１）管理運営 

   ・ 内部統制については、学内規則の整備に伴い法令遵守や学長のガバナンス
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強化が必要な事項を明確にするとともに、役員会、教育研究評議会での審議

事項に位置づけて実施している。 
  また、リスク管理・危機管理面では、毎月「リスク管理対策連絡会議」を

開催して事故等への対応についてのフォローアップを行うとともに、「リス

ク管理委員会」において年間の総括を行い対応に万全を期した。 

 
   ・ ７月２５日に平成２７年度オープンキャンパスを開催し、学部説明会・模

擬授業、入試相談コーナー、保護者説明会、高等学校教諭懇談会や学生によ

るキャンパスツアー等の工夫された企画を実施することにより、生徒及び保

護者など７，７９７名（第２期初年度の平成２２年度は６，１７８名）の参

加をみた。 
工学部においては、５月３１日の「こうがく祭」及び７月１２日に、農学

部においても、７月１８日及び１０月３１日の「鍬耕祭」に合わせて、それ

ぞれ最新の研究成果の紹介や研究室の公開など学部の特色を出したオープン

キャンパスを実施した。 
このような取組にもかかわらず、平成２８年度入学者選抜の一般入試にお

ける志願者数は６，７５７名で前年度に比べて５１０名減少となった。 

 
・ ８月１日に農学研究科の入試ミスが発生。学長から各研究科長に今後の対

応についての指示を行った。これまでの再三にわたる注意喚起にもかかわら

ず９月２９日の理工学研究科の入試においても再度入試ミスが発生した。 
このため、１０月１３日に学長決定により第三者を含めた「茨城大学大学

院入試に関する調査委員会」（委員長：神永文人茨城大学名誉教授）を設置し、

問題点の徹底的な調査・分析及び改善策の検討を行い、入試ミスを起こさな

いための準備・実施体制を内容とする報告書が学長に提出された。 

  
・ ４月に広報室を再編し、広報の課題の整理、広報広告施策の見直しを行う

とともに、公式ウェブサイトの全面リニューアルに着手した。さらに、各部

局との連携によるマスコミへの情報提供や大学広報媒体での情報の発信に努

めた。 
  日経ＢＰコンサルティングが実施した北関東の大学ブランド力調査におい

ては、「親しみが持てる」「地域社会・文化に貢献している」などの項目で評

価され、前年度の４位から３位に浮上した。 

 
 

  [監事意見] 
・ 今後、１８歳人口の減少がさらに進む中で志願者の確保を図っていくこと

は極めて重要な課題であることから、一般入試の志願者の減少についての原

因の究明とその対策をしっかりと行っていただきたい。 
引き続き、高大接続の取組の強化、大学改革に応じた入試制度の改革、オ

ープンキャンパス実施面でのさらなる工夫等に加え、本学の目指す教育、強

み等を受験生及び父兄に丁寧に分かりやすく継続的に情報を発信し続けるこ

とが重要である。   
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・ 入試ミス防止については全学を上げての取組を行ってきたにもかかわらず

大学院の入試において２度の入試ミスが発生したことは遺憾であるが、学長

決定により速やかに調査委員会を設置し、原因の究明と抜本的な対策に取り

組まれたことは適切な対応と評価できる。入試ミスは社会的な影響の大きな

こともあり、調査委員会の調査報告を学内の教職員が重く受け止め、緊張感

をもって全学をあげて入試ミス防止に取り組むことが何よりも大切である。 

 
     ・  管理運営面では、さらなる事務の削減・合理化を進めることにより、科学

研究費補助金等の外部資金の獲得や地域との連携強化といった業務へ戦略的

に職員を配置し、本学の一層の機能強化につなげていくことが重要と考える。 

 
・  広報面では、組織強化の結果、新聞、「週刊文教ニュース」や「文教速報」 

に年間を通じて掲載され、広報の取組が着実に行われてきたものと考える。 
今後、公式ウェブサイトのリニューアルに際しては、教員の紹介、研究成

果や地域貢献面について外部の方々の目線に立ってターゲットを明確にした

上で整理された情報を分かりやすく提供していくことが求められる。ひいて

は、本学のイメージアップはもとより、志願者の増加、優秀な教員の採用、

寄附金の確保等に有効であると考える。 

 
 

（２）人事管理 
・ 人事管理面では、５月に「全学人事基本方針」を策定し、採用の基本方針、

昇進の基本方針、人件費配分及び定員管理の基本方針を定めた。 
  教職員の人事管理については、定員による管理から人件費に基づく管理に

移行するとともに、ポイント制の導入を決定し、平成２９年４月の教員採用

に向けてポイント配分を行った。 
  第２期の教職員数の動向は、平成２２年度の教員５２１名、職員２６４名

に対し、平成２７年度は教員５１１名、職員２６４名で、大きな変動はなか

った。 

 
・ 労務管理面では、前年度に引き続き時間外労働の縮減対策に関係各課が問

題意識をもって取り組んだ。 全学をあげての取組にもかかわらず「３６協定」

で定められている上限を超えて勤務に従事している職員が見受けられる。 

 
・ 教職員研修では、コンプライアンス遵守、研究不正防止、公的研究費の適

正使用、ハラスメント防止及びメンタルヘルスに重点を置いて実施した。 
  ハラスメントに関しては、平成２６年度からの継続事案を収束させるとと

もに平成２７年度の新たな事案（４件）についての対応にも努めた。 

 
・  労働環境整備においては、各事業場における安全衛生委員会内規を廃止し 

「国立大学法人茨城大学安全衛生管理規程」及び「国立大学法人茨城大学安     
全衛生委員会細則」の一部を改正し、全学安全衛生委員会に関する規定の整

備を行うとともに、改正労働安全衛生法（平成２７年１２月１日施行）に基

づく「ストレスチェック」に関する規定の整備を行った。    
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・  コンプライアンス面では、「国立大学法人茨城大学コンプライアンス推進 
体制規程」の一部改正、及び「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」

を一部改正し反社会的勢力への対応を追記した。また、実際にこういう場面

に遭遇した場合に適切に対応するために、全国暴力追放運動推進センターの

基本的対応要領をリーフレットにして全教職員に配布した。 

 
・ 公的研究費の適正な使用の徹底に向けて、不正使用の防止、手続きのルー

ル等を分かりやすく示した「研究費使用ハンドブック」を作成し、教職員全

員に配布するとともに誓約書を提出させて、研究不正防止と公的研究費の適

切な会計処理の徹底を図った。 

 
・ ダイバーシティ・男女共同参画の取組では、一般社団法人国立大学協会に

おいて、平成２８年４月１日までに取り組む内容として、女性役員を１人以

上登用、管理職に占める女性の割合について了解されたことに伴い、本学に

おいても役員の１４．３％（１名）、管理職の１０％に女性を登用する目標値

を定めた。 
 平成２８年４月１日現在における女性の役員比率は１４．３％、管理職比

率１１．５％、教員比率１７．８％、事務職員比率２６．６％である。 
 また、９月には、男女共同参画シンポジウム「大学における男女共同参画・

最前線」を主催し、具体的な取組についての報告が行われた。１２月には、

水戸市との連携でキャリアセミナー（私のキャリアとワーク・ライフ・バラ

ンス）を開催し、キャリア形成の取組を推進した。 
さらに、ダイバーシティ推進室を学長直轄の組織とするとともに、「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律」及び「次世代育成支援対策推進

法」に基づく「行動計画」をそれぞれ定めた。 

 
 

[監事意見] 

・ 時間外労働の縮減対策は、全学で共通認識を持って取り組まれていると評

価できる。職員が増やせない中で時間外労働が増えることは止むを得ない面

があると思われるが、「３６協定」では年間の時間外労働時間を３６０時間と

定めており、健康管理の面からも職員の時間外労働時間数や業務の進捗状況

等を適切に把握して、引き続き一層の縮減に向けた努力を継続されたい。 

 
・ ハラスメント防止に向けた取組にもかかわらず平成２７年度も新たに事案 

が発生している。特に、工学部に多く見られることから、引き続き防止対策

に向けた取組みを強化されたい。 

 
 

 （３）財 政 
・  平成２６年度決算においては、前年度に比べてさらに財務諸表、事業報告

書等の提出に時間がかかり決算に遅れが生じた。有限責任監査法人トーマツ

からは、決算遅延の原因等の指摘がなされた。 
  また、２７年度決算は、第２期中期目標年度の最終事業年度に当たり早ま
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ることから、財務課から決算作業の早期化対策についてのヒアリングを実施

し、予算執行の早期化、決算作業の分散化及び担当者の意識改革等の決算早

期化に向けた対応について確認を行った。 

 
・ 平成２８年度からの第３期中期目標を見据えて、大学改革を着実に実行す

るため、学長リーダーシップ経費を活用し、教育改革、教育環境の整備、 学
生の安全確保及び入試広報の強化等の機能強化及び重点事業に前倒しも含め

て機動的な財政措置を行った。 

 
・ 経費削減については、全学をあげて様々な取組を行った。消耗品等の共同

購入実施による３，６６２千円（平成２６年度５，４１３千円）の削減、リ

バースオークションで６，０６２千円（平成２６年度４，８５７千円）の削

減を行った。 

    
・  本学の選択した機能強化の方向性に応じた支援については、「機能強化促 

進係数」として▲０．８％が適用され約３７百万円の減額がなされたが、一

方で機能強化経費として約８５百万円の措置がなされた。 

 
・ 平成２８年度茨城大学予算編成方針に基づき、厳しい財政状況の中にあっ

て第３期中期目標・中期計画を具現化していくために、全学教育機構の準備

に必要な経費、重点教育研究分野の強化、教職大学院・全学教職センター等

の教員養成機能の強化、国際展開力の強化、地域貢献、高大接続及び学生支

援の充実等の必要な経費について重点的に予算措置を行った。一方で、管理

業務等経費については、義務的なものを除き大幅な削減を行った。 

 
 

  [監事意見] 

・  平成２６年度決算は前年度よりもさらに遅れが著しいことから、平成２７ 
年度決算の早期化に向けての取組について監事ヒアリングを行うことに加え、

有限責任監査法人トーマツとも連携して年間を通じて取組状況の確認を継続

した。財務課をはじめ関係者の努力により、平成２７年度決算は期限内に完

了したことについては評価できる。 
 大学改革をスピード感をもって進めるうえで、決算の早期化は大変重要な

ことであり、日々の業務の中で決算を見据えた対応に心掛けていただきたい。 

 
・  平成２８年度予算編成においては、厳しい財政状況の中で管理的経費の大 

幅な節減合理化により、重点・戦略的経費、教育研究活動のための経費の確

保を図った。執行に当たっては、このような予算編成過程の努力を重く受け

止めて、大学改革の推進と成果創出に向けて一層努力されることを期待する。 

 
 

（４）情報管理・活用 
  ・ 情報管理においては、情報委員会を設置して情報戦略を審議するとともに、

情報インシデントチーム（ＣＳＩＲＴ）を創設して組織・機能の強化を図っ
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た。その上で、情報資産の管理運用及びセキュリティに関する規則、情報委

員会規程、情報セキュリティ専門委員会細則、情報環境整備専門委員会細則

の整備を行った。 
具体的な取組としては、(i)マイクロソフトとのソフトウェア包括ライセン

スを締結することによるコンプライアンスリスク等の軽減、年間の関連費用

の大幅な削減、及び最新ソフトウェアへのスムーズな移行、(ii) IT 基盤セン

ターの次期システムに向けた学内の調整、(iii) 情報セキュリティについての

研修の実施及び不正アクセス、標的型攻撃、ウィルス添付メールなどへの対

策等の注意喚起、(ⅳ)「情報基盤の構築及び整備に関するマスタープラン」

（以下、「情報マスタープラン」という。）の管理等を行った。 

 
・ マイナンバー制度の運用開始に伴い、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律、並びに特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ

インに基づき、本学における特定個人情報の取扱いが安全かつ適切に行われ

るよう「国立大学法人茨城大学特定個人情報に関する取扱規程」を制定した。 

 
・ 客観的データに基づく大学運営に向けて、基礎データの収集・分析、大学

改革の支援、第３期中期目標、中期計画の数値目標の設定等にＩＲ機能の活

用が図られた。また、大学運営を支援するため重要なデータを表・グラフ化

した「茨城大学ファクトブック２０１５」を作成した。  

 
 

  [監事意見] 

 ・ 教育と研究を担う大学において情報基盤は極めて重要なものである。情報

基盤には、これを利活用して教育、研究、組織運営を推進する側面とセキュ

リティ確保や個人情報保護等に見られるように情報の漏洩を防ぐために利

用を規制する側面とがあり、両者の適切なバランスを取って運用する機能が

欠かせない。本学においては全学的にこの機能を果たす組織が存在しなかっ

たが、平成２７年度より情報委員会が設置され、情報セキュリティ専門委員

会と情報環境整備専門委員会において活発な活動を開始したのは高く評価

できる。 
また、情報マスタープランの更新においては、アクティブ・ラーニングの

強化・充実を見据えて無線 LAN の充実と BYOD 化の推進、PC 教室の全廃

などが一体的に盛り込まれ、さらに、VCS の整備計画、事務系サーバの統合

化推進計画などが盛り込まれている点は評価できる。 
情報基盤の重要性に鑑み、今後の情報マスタープランの着実な実施及び平

成２９年度以降に予定されるＩＴ基盤センターの本部移転計画の確実な推進

を期待する。 
 

・ 学長をはじめとする本学の執行部が客観的データに基づいて戦略的に大学 

を運営するために IR 機能を充実していくことが求められている。本学にお

いては、ファクトブック 2015 として一年間の活動状況が整理されているも

のの、リアルタイムで必要なデータを収集し、データ解析を行ってこれを執
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行部や大学構成員に適宜提供するシステムは確立していない状況にある。大

学改革に向けて多くの指標を盛り込んだ第 3 期中期目標・中期計画の達成の

ためにも、このような IR データのデータベースシステムの開発が望まれる

ところである。 
このためには、大学戦略・IR 室と IT 基盤センターが共同でシステム開発

に取り組むことに加え、大学戦略・IR 室は必要なデータを保持する担当部署

と連携してデータ収集に当たり、これを全学構成員が各自のアクセス権に応

じて web アクセスできる仕組みも構築していくことを期待する。 

 
 

 （５）施設・資産管理 
・ 水戸市の「歴史まちづくり計画」に本学も協力してきており、前年度水戸

市に白壁の施工用地（２２２㎡）を売却したことに伴い、平成２７年度は附

属小学校及び幼稚園の市道路側の白壁の整備が行われた。 
さらに、今後の水戸市の「大手門」、「二の丸角櫓」及び「土塁」整備計画

に併せて本学所有の未指定範囲について市の文化財（史跡）指定に同意し、

二の丸角櫓及び土塀の整備用地と県道側の法地を水戸市に売却することを決

定した。 

 
・ キャンパスの整備については、現在の「茨城大学キャンパスマスタープラ

ン」が平成２７年度で終了となることから、次期キャンパスマスタープラン

の策定作業が進めたが、年度内の策定には至らなかった。 

 
・ 大学が所有する課外活動施設の平成２７年度の利用状況（上段）は、以下

のとおりであった。   ＊中段は平成２６年度、下段は平成２３年度実績） 

 

 
 

利用者数  

 

   稼働率（％）   室数 

   

宿泊可 
 能者数  室 施 設 

水交荘（水戸市） 

 

２０５ 
２５８ 
４００ 

  11.2 
 14.5 

  20.6 

   9.5 
  12.4 
 18.6 

     
   ５ 

 

   
   ６ 

 

大子合宿研修所 
（大子町） 

１５６５ 
１８３０ 
２１０２ 

  15.1 
 17.0 
 22.8 

  11.3 
 13.8 
 16.8 

   
１２ 

 

  
４８ 

 

日立地区研究者交

流施設（日立市） 
  ５７０ 
   ４７３ 

１６９ 

 30.6 
 25.6 
 22.1 

  26.0 
  21.6 
 19.6 

   
   ５ 

  

   
    ６ 

  

同窓会館（阿見町） 

 

  １８６ 
   ２１８ 

２０７ 

  13.0 
  15.3 
 14.5 

  10.4 
  12.2 
 11.6 

   
   ４ 

  

   
   ５ 

   
水圏センター研修

室（潮来市） 
   ５５８ 
  ５３６ 

１８７ 

 40.0 
38.2 
 8.7 

  11.7 
  11.1 
  3.8 

   
   ２ 

  

  
２０ 
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 [監事意見] 

・  第３期中期目標・中期計画のスタートにあわせてキャンパスマスタープラ 
ンの策定に至らなかったことは極めて残念であるが、安心安全な教育研究環

境、学部の改組や機能強化に対応した施設整備は引き続き必要であることか

ら、策定に向けた作業を加速されたい。その上で、厳しい財政状況に鑑み多

様な財源を念頭に置いた計画的な施設整備に取り組まれることを期待する。 

 
  ・ 平成２４年度の監査報告において、「客室稼働率等が３０％以下である施設

について、保有する必要性を十分に検討した上で処分又は有効活用の検討を

要望する」旨の意見を述べており、平成２６年度に比べてもさらに利用率の

低下している施設については、廃止を含めた今後のあり方の具体的な検討を

行う時期にきていると思われる。 

 
 
（６）学生支援 

・ グローバル化への取組では、引き続きＡＩＭＳプログラムに沿ってインド

ネシア、タイ等の大学に９名の学生を派遣するとともに、７名の学生の受入

を行った。 
６月には、学生を海外に派遣し授業の一環として行われる語学研修や文化

研修等に要する旅費の一部を支援する「茨城大学海外派遣学生旅費支援金制

度」の創設を行った。初年度の２７年度は１０４名に支給した。 
  さらに、茨城県国際交流協会との共催で、茨城県上海事務所での１Ｄａｙ

インターンシップ、日本人留学生・中国人大学生との交流、華東師範大学の

見学等の充実したプログラムによる「上海スタディツアー」を実施し、本学

から２６名の学生が参加した。 
  タイ王国「トゥラキットバンディット大学」との学生交流に関する協定書

を見直しのうえ更新するとともに、同国の「チェンマイ大学」との間でも新

規に大学間交流協定締結に向けての準備を進め、年度内に締結を完了した。

さらに、多くの留学生を受け入れている「中華人民共和国内モンゴル民族大

学」との間においても大学間交流協定を締結した。   

 
・ ７月に、「茨城大学国際シンポジウム実施要項」を制定し、必要な経費の全

部又は一部を支援することとした。 
１０月には、本県出身のバンクーバー総領事岡田誠司氏によるグローバル

化推進特別講演「外交実務の現場から国際情勢を見る」、２月には、国際シン

ポジウム「茨城とベトナムのこれからの関わりを考える」をハノイ科学大学

学長グエン・ヴァン・ノイ氏、古田元夫東京大学名誉教授、本県出身の元駐

ベトナム日本大使の坂場三男氏等の参加のもとに実施した。 
  また、１２月に学長がハノイを訪問し、日本とベトナムの協力で設置され

る「ベトナム・日本大学（VJU）」の紹介式典に参加した。本学は平成２９年

度開始予定の「気候変動プログラム」で中心的な役割を担当することの要請

を受けて、アジア地域の持続可能な社会の構築に貢献するために協力してい

くこととなった。 
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・ 外国人留学生数の推移を見ると、学部、大学院においてほぼ横ばいの状況

にある。                      （Ｐ32 参考資料②,③） 

       
・  大学教育センターでは、１１月と１月に学生懇談会「学長Ｃａｆｅ」を開

催した。１１月の第１回目は「国際化と英語教育」をテーマに、教員からの

事例報告に続いて、「グローバルに活躍するために必要な英語力」、「留学の意

義」を主題に学長と学生の間で自由な意見交換が行われた。学生からは、英

語教育の充実、留学先の拡大及び支援の強化などの意見要望が出された。 
１月の第２回目は、「就職支援とキャリア教育」をテーマに、就職活動やイ

ンターンシップの体験談や就業感、大学に求める就職支援などについて意見

交換が行われた。参加者からは、「就活した先輩との情報交換・交流の機会が

欲しい」など多岐にわたる意見が寄せられた。 

 
・ 修学支援面では、５月に学生生活課担当職員の事務的ミスにより、日本学

生支援機構への大学院定期採用者の推薦を成績の「降順」にしなければなら

ないところを「昇順」で選考してしまったことにより、推薦者９１の順位が

逆転し、上位であり第一種奨学金に採用されるべき２３名が不採用になり、

不採用となるべき２３名が採用されるという事態が発生した。 

 
・ 授業料免除申請者数は、前期１，０２２名、後期１，０５１名にのぼり、

学生数に対する申請者の割合は前期１２．６％、後期１３．１％を占め、依

然として増加の傾向が継続している。 
  １１月に、平成２７年度入学料及び授業料免除の選考における事務的ミス

により、入学料免除において４件、授業料免除において２３件の誤りがある

ことが判明した。学生及び保護者に対し選考結果について誤りがあったこと

について謝罪するとともに、誤納分の返金、納入の必要な学生には事情を説

明のうえ相当額を納入していただく措置をとった。 

 
・  平成２７年４月１日から退学処分等の学生に対する不利益処分について、 

教育研究評議会での審議を経た後に学長が最終決定を行う旨を明確にした

「茨城大学学生懲戒に関する規程」が施行された。 
   ８月３日に農学部で、５日に工学部において不正受験が発生した。農学部 

においては、８月１９日から謹慎のため、９月１７日の教育研究評議会の審 
議後の１ヶ月の停学処分言渡しの直後に処分期間満了ということとなった。 
工学部では、ほぼ同時期にかかわらず、８月２５日～３０日にかけて持ち回 
り審議を行い９月１１日から１０月１０日の停学処分を申し渡した。農学部、 
工学部で、学生の２学期学業への出席に異なった対応となった。 

 
・ 保健管理センターにおける大学院生を含めた学生の精神保健・学生相談の

利用状況は、平成２７年度の実人数２２５名（平成２６年度２２０名）、延べ

人数１，３０２名（平成２６年度１，０５９名）と増加傾向にある。 
５月に、精神障害などで休学・退学・留年する学生の直面している現状、

保護者等関係者と連携しながら学生の支援を行う手法を理解するための教職

員向けの講習会を実施した。 
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  [監事意見] 

・  外国人留学生数の日本人学生に占める割合は、Ｈグループの中で大きな変

化は見られなかった。                 （Ｐ27 参考資料③） 
その中で、旅費の一部を支援する「茨城大学海外派遣学生旅費支援金制度」

を創設し、多くの学生が海外に出る機会を得たことは評価できる。 
しかしながら、財政面での支援には限度もあることから、留学生の声を聞

く機会を設けるなど自費でも行くというモチベーションを高める工夫により

留学生のさらなる増につなげていただきたい。引き続き「国際戦略室」や「留

学交流課」が中心となり、留学生の増加やＡＩＭＳプログラム等のグローバ

ル化の一層の推進に努めていただきたい。 
さらに、平成２９年度開始予定のベトナム・日本大学の「気候変動プログ

ラム」において中心的役割を担当することは、本学が世界的な強み・特色の

輝く大学を目指すうえでまたとない機会であるので、今後、気候変動教育プ

ログラムの開発や教員の確保・研修等の入念な準備により所期の目的を十分

に達成されることを期待する。 

 
・ 学生懇談会の中で参加学生から寄せられた英語教育の充実、留学先の拡大、

就活経験有する先輩との情報交換の機会増大等の意見や要望については、財

政面での制約はあるにしても出来るところから改善を図ることにより、今後

の教育環境及び生活環境の充実につなげていただきたい。 

 
・ 学生寮については、工学部の寮の整備に着手するとともに、みずき寮の浴

室、シャワールーム、洗面台等の応急整備を行ったことは評価できる。厳し 
い財政状況にあることは理解するが、工学部の残りの部分やみずき寮は整備

の必要なことに変わりなく、引き続きＰＦＩや低金利の現況を踏まえての金

融機関からの借り入れ等による整備の検討を行い、利用料から返済する運営

も考慮に入れた具体的な検討が必要と思われる。 

 
・  就職支援に関する課題として、就職情報を学生に配信する「茨ダイ Career 

Navi 」への登録者数は、平成２７年度末の登録者〈３・４年生〉１，０４５

名、２９．４１％（平成２６年度９７８名、２３．６３％）と依然少ない状

況にあることに加えて、就職先の把握も不十分であることから、引き続き改

善に努めていくことが求められる。 

   
・ 平成２６年度の監事監査報告書においても指摘しているが、本学では自然

災害（地震、風水害等）、及び事故（原子力事故等）等の発生時に、在学生

の安否を迅速に確認するための連絡方法のひとつの手段として安否等確認シ

ステム「マ・メール」を利用しているが、学生の加入率が低いことが課題で

あった。今年度、マ・メールに学生全員のオフィシャルメールアドレスの登

録を行い「緊急メール」として配信する対応を取ったことについては大いに

評価できる。 

学生の安全確保等に関する緊急対策の実施も含め非常に重要なことなの

で、今後とも機能の更なる充実に努めていただきたい。  
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・  日本学生支援機構への推薦における事務的ミスによる推薦者の取り違えに

対しては、以下の意見を述べさせていただいた。  

① 初歩的なミスであり組織としての緊張感が欠如している。調査結果に 

よっては関係者の処分も検討すべきである。  

② 該当学生に不利益のないように十分な配慮をすること。  

③ 利子相当分などの負担について、対外的に説明責任を果たせるような 

適切な対処をすること。  

④ 監事監査規則において、業務上の重大な事故又は異例の事態が発生し 

たときは、速やかに監事へ報告しなければならないと定められている

が、６月１０日に発覚し６月２２日の執行部会議で報告されたこと自

体緊張感を欠いていると思われる。 

     引き続き、適切な対応に努めるとともに、対外的には説明責任を果たして

いくことが求められており、該当学生に十分に配慮しつつ大学はこのような

事態に透明であることが重要である。 

 

・  同様に、１１月の平成２７年度入学料及び授業料免除の選考において事務 
的ミスにより、入学料免除において４件、授業料免除において２３件の誤り 
が発生したことは、大学改革に水を差すものである。 

今後、関係者には細心の注意をもって事務処理にあたってもらうことはも

ちろんであるが、膨大な事務量から見て注意の喚起等では限界があると思わ

れることから、各課、各学部からの応援体制を取ること等により、第３者の

目でチェックするような組織的な対応の検討が必要と思料される。 

 
・  農学部の学生の懲戒処分について、「茨城大学学生懲戒に関する規程」に 

おいては、謹慎期間を停学期間に算入することができるとされているが、停

学期間は処分が言い渡された時点から一定期間あることが一般的な社会通念

ではないかと思われる。規程に基づく取扱とはいえ、処分言い渡しの直後に

処分期間が終了ということには違和感がある。 

     また、学生の後期からの授業について、工学部では処分期間が２学期にか

かり、工・農学部での取扱に差が出ていることから、今後適切な運用が行わ

れることを希望する。 

 
・  メンタルヘルスにおいては、自発的に保健管理センターを訪れる学生はご 

く一部とのことであることから、ここにたどり着かない学生に保健管理セン 
ターの取組をうまくつなぐ等の教職員のきめの細かい関与が求められる。 

 
 

（７） 教育・研究支援 
・ 平成２７年度をもって本学の重点研究６プロジェクトが終了することから、

本学を特色づける先進的で優れた研究成果創出を目指し、学長が実績のある

研究プロジェクトから認定する「茨城大学戦略的研究認定制度」を創設した。   
あわせて、重点研究及び推進研究プロジェクトの認定期間の見直しを行った。 

  また、文部科学省が創設した「卓越研究員」に、フロンティア応用原子科

学研究センター及び地球変動適応科学研究機関のポストの提示を行った。 
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・  科研費の獲得に向けては、応募件数の拡大と採択率の向上を図るため、７ 
月に教員や大学院生を対象とした「科研費チャレンジセミナー」の実施、９

月には、「科学研究費助成事業学内説明会」を開催し、科研費審査員の経験者

及び採択実績の高い教員を講師に迎え、科研費応募のポイント、ノウハウと

具体的な内容の説明を行った。 
 また、人文学部の葉倩槿教授と工学部の小林薫教授が、独立行政法人日本

学術振興会理事長より平成２７年度科学研究費助成事業（科研費）の審査員

表彰を受けた。 

                       
・ 外部資金獲得においては、受託研究費、共同研究費及び寄附金の２７年度 

の受入総額は８７１，２３７千円（受託６７９，３９１千円、協同９３，９

０３千円、寄附９７，９４３）で、平成２２年度に比較して約３７％の伸び

となっている。                   （Ｐ33 参考資料④） 

 
・ 科研費の獲得では、平成２７年度は、新規３１６件の応募のうち５８件の

採択で、合計獲得額は１４３，８６０千円（平成２６年度１９１，６００千

円）。採択率は１８．４％で５．７ポイント前年度を下回った。   
新規・継続合計では、４７０件の応募のうち２１２件の採択で、合計獲得

額は４６７，６７０千円（平成２６年度５１３，４９０千円）。採択率は４５．

１％で５．８ポイント前年度を下回った。総額において２４年度以降減少傾

向にある。                      （Ｐ33 参考資料⑤） 

                                
・ 図書館本館においては、ラーニング・コモンズ、グループ学習室における

積極的な学生の利用が定着してきた。 
また、地域の方々と共に学ぶ「土曜アカデミー」も、サイエンス・カフェ

におけるラムサール条約登録記念・連続講演会、ブック・カフェ、みんなの

考古学どきドキ講座２０１５等のイベントが積極的に開催され、多くの方々

が参加した。 

 
 

  [監事意見] 

・ 外部資金獲得に努めることは、本学の研究の質を高め、地域貢献に寄与す

るものと思料する。引き続き、コーディネータ及びＵＲＡの活用はもとより

研究成果の積極的な社会還元により、一層の外部資金獲得を目指した努力が

なされることを期待する。その上で、獲得教員への研究サポート体制の充実、

若手研究にも配慮していくことは、教職員全体の外部資金獲得に向けた意識

を高めることにつながるものと思われる。 

 
・ 科研費については、申請数、採択数、獲得額とも前年度を下回り、各学部

の教員一人あたりの獲得額も、Ｈグループ大学間では、学部によって違いは

あるがおしなべて中位以下に位置している。 
これを上位に押し上げるためには、学部毎に原因分析と対策の検討を行い、

申請数、採択率の一層の向上のための全学的な取組に繋げていくことが必要

と考える。また、申請にあたり学内の審査経験者による具体的なアドバイス
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を受けるなど彼らの有する経験・知識、採択に至るノウハウを積極的に活用

することは有効と思われる。 
     最終的には、弾力的な給与制度の運用やサバティカル制度の活用による研

究機会の増大など教員全体の研究力の底上げに大学を上げて取り組むことが

重要であると思料する。  

 
 

（８） 危機管理 
・ 危機管理体制については、現状の危機管理室が理事を中心とする重い組織

であることから、危機管理室を見直し、学部長を加えたリスク管理委員会（全

学委員会）を設置し、その下にリスク管理対策連絡会議を置く体制の見直し

を行った。併せて規定等の改正も行い、災害、事故等緊急時の連絡体制と対応

についての再確認を行った。 
さらに、３月には海外において派遣留学生が重大な事故に遭遇したことを

想定し、学内の緊急事故対策のシミュレーションを実施した。 

 
・ 学生の安全が脅かされる事件や交通事故が多発したことから、マ・メール 

に学生全員のオフィシャルメールアドレスの登録を行い「緊急メール」として

配信することにした。これにより、課題であった大学と学生間の円滑な連絡手

段も改善された。 
学生の安全確保について、１２月１日に学長から学生に緊急メッセージを発

するとともに、大学院生を含む約２,８００名の女子学生全員に防犯ブザーの

配布、防犯・交通安全ハンドブックの配布、メールによる通知、構内の防犯カ

メラの増設や夜間照明等の緊急対策を実施した。 

 
 

 [監事意見] 

・ 危機管理面において、学生の安全確保対策に学長はじめ組織が一丸となっ

て迅速に緊急対策を実施したことについては評価できる。引き続き学生の安

全確保についての取組に努めていただきたい。 

 
 

（９） 地域連携・地域貢献 
・ 平成２６年度に採択された「地（知）の拠点整備事業」（大学ＣＯＣ事業の

地域志向教育）の一環として、全学部１年次約１，７００名を対象とした必

修科目「茨城学」を開講するとともに、地域志向教育プログラムの充実及び

地域課題解決型特定研究プロジェクトにも鋭意取り組んだ。 

 
・ ＣＯＣ事業の一環として、世界を視野にビジネスを展開する地元企業との

「パートナー企業交流会」２回を開催し、大学の教育と企業の求める人材に

ついて活発な意見の交換等が行われた。 

 
・ 地方創生に向けては、６月の総理大臣官邸において行われた「地方創生人

材支援制度報告会」において、本学の西野由希子教授は安倍総理大臣、石破
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地方創生大臣を前に、これまでの取組と今後の方向性について報告を行った。 
  １１月には、地方創生シンポジウムを開催し、各自治体の総合戦略や具体

的な取組について意見交換がなされ、今後も大学として地方創生の情報発信

を継続的に取り組んでいくことを確認した。 
さらに、県内の自治体の総合戦略の策定に当たっては、茨城県をはじめと

する１５自治体に合計１６名の教職員が委員として参画し、各自治体の地域

特性に応じた戦略策定を支援した。 
  インターンシップでは、県の取組への参加が５２５件のうち本学が２１０ 
件であった。 

 
・  ９月には、本学が代表校となり、県内の５つの高等教育機関及び県、茨城 

産業会議等が一体となって取り組んだ結果、「地（知）の拠点大学による地方

創生推進事業（ＣＯＣ＋事業）」の採択を受けた。 

 
・  社会貢献面では、９月の関東・東北豪雨による常総市の大規模な水害に対 

し、全学部３２名の研究者が参加する「平成２７年関東・東北豪雨調査団」

（団長：伊藤哲司）を結成し、地圏環境、農業・生態系、史料レスキュー、

住民ケア支援等の８分野にわたって調査活動を実施した。１０月には、各グ

ループの調査報告書の速報版を発表するとともに、１１月に中間報告、３月

には報告会を開催し現段階での調査・研究結果の報告を行った。 
    また、学生も自主的にボランティアとして参加し、社会人ボランティアと

ともに民家の片付けなどの作業に従事した。 

 
 

[監事意見] 

・ 「茨城学」をはじめとするＣＯＣ地域志向教育の取組は、新しい試みであ

ったが関係者の尽力により一定の成果があったものと評価する。 
今後とも、社会連携センター及びＣＯＣ統括機構の運営体制及び事業内容

の進化により、教育面での効果はもちろんのこと真に地域に貢献する取組に

発展することを期待する。 

 
・  「ＣＯＣ＋事業」の採択を受けたことについては、今後の地方創生、地域 

貢献事業が加速されるものと評価する。今後の事業の推進にあたっては、選

定委員長の所見に示されているように、責任を持った地方創生への取組、事

業協働地域内の大学、自治体及び企業が役割分担をすることによるスケール

メリットを活かした取組、補助金終了後も確実に事業を推進できる体制の構

築、情報の発信等に十分留意のうえ、本学が責任をもって事業に取り組むこ

とが求められる。 

 
・  インターンシップでは、本学の参加数は一定の評価が出来るが、絶対数が 

まだまだ少ない状況にある。２年目に向けて、大学・高専コンソーシアムを

活用するなど本学が率先して全体数の増加を牽引するとともに、県内の大学

が結束して地方創生に係る基金の創設に向けた力強い取組に繋げていくこと

が重要である。 



27 
 

・ ９月の関東・東北豪雨に際しては、直ちに関東・東北豪雨調査団を結成し

各分野にわたる現地での調査活動を実施し、報告書を纏め上げるとともに、

学生も自発的に自主的にボランティアとして参加したことは、災害からの復

旧はもとより大学の地域貢献面の取組として評価できる。 

 
 

（10）その他大学業務 
・ １１月１５日の「茨苑祭」に併せて、本格的な「茨城大学ホームカミング

デー２０１５」を開催し、山口やちゑ茨城県副知事をはじめとする約１５０

名に及ぶ多数の卒業生の参加をいただき、学生ボランティアサークルの地域

参画プロジェクトの報告や講演等の充実したプログラムで大いに賑わった。 

 
・  基金の創設に向けて、４月にプロジェクト・チームを設置し、検討を重ね、 

３月に基金創設に向けての合意をみた。 

 
 

  [監事意見] 

・ 卒業生、父兄等の協力・支援は今後の大学運営に不可欠であることから、

今年度の取組に今後一層の創意工夫を加えることにより、多くの関係者から

本学が温かく見守られる環境に発展することを期待する。 

 
・ 基金が創設の合意をみたことは、本学の使命を果たすための財政基盤の強

化に向けて一歩前進できたものと評価する。今後は多くの私立大学で行われ

ているように節目の年を目標とする記念事業を定め、ＯＢはもとより広く社

会全体の支援を仰ぎ、本学の教育環境の一層の充実に向けた取組に発展する

ことを期待する。 

 
 

３ 会計監査   
  内部監査室及び会計監査人との定期的会合（三者協議会等）や定期報告におい

て、財務状況等の情報交換を実施し、本学における財務の状況及び財務上のリス

クの把握に努めた。 
また、監査室の定期監査等にも同行することにより、会計経理の状況、公的研

究費の執行管理状況及び資産の管理状況の把握に努めた。 

 
 （１）決算（年次）の状況 

・ 貸借対照表では、資産 ４８，３６０百万円（前年度比△２．１％）に対し、

負債 ９，５４１百万円（前年度比△２．２％）、純資産 ３８，８１８百万円

（前年度比△２．０％）となった。 

 
・ 主な変動項目は、資産では、土地は、農学部敷地の一部の阿見町への売却

による △４百万円。 建物は、学生寄宿舎（吼洋寮等）の改修、附属中学校

及び附属特別支援学校の空調設備の整備等 ＋５０２百万円、減価償却等 △
８９８百万円による △３９６百万円。 現金及び預金は、第３期に向けた機
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能強化及び重点事業等の執行による支出増及び人件費の増による △７７０

百万円。 
負債では、資産見返負債は、△１１３百万円。流動負債は、大学改革の積

極的推進による運営費交付金債務 △３９６百万円（運営交付金債務は残額

ゼロ）、未払金 △１３０百万円等の △５３６百万円。 

 
・ 純資産では、資本金は、農学部敷地の一部の阿見町への売却による △２百

万円。資本剰余金は、施設整備、目的積立金により取得した資産等 ＋４２０

百万円、除却 △６３百万円、減価償却 △９０２百万円による △５４４百万

円。 

 
・ 損益計算書では、経常費用 １４，０３６百万円（前年度比＋２．２％）、 

経常収益 １４，０３０百万円（前年度比△０．２％）で、経常利益は △６ 

百万円。当期総利益は ８８百万円。 

 
・ 主な変動項目は、経常費用では、人件費 ＋３２０百万円、これは人事院勧

告による賞与支給月数の増加や新規採用による給与及び諸手当の増加による。 

教育経費 ＋１３４百万円、これは奨学費の充実、アクティブ・ラーニングス

ペースの整備及びラーニング・コモンズの整備等の増による。 研究経費 △
１１０百万円、これは研究設備の経年劣化に伴う減価償却費の増による。 

  経常収益では、運営費交付金収益 ＋３５４百万円。学生納付金収益 △１

１０百万円。 

 臨時利益は、第２期中期計画期間終了に伴う精算のための運営交付金債務

収益化額 ＋４３百万円。 

 
 
 （２）資金運用の状況、資産の管理・運用状況 

・ 平成２７年度の財務収益は、受取利息及び有価証券利息１，３８４千円の

みである。 

 
・  重要な資産の取得は、学生寄宿舎（吼洋寮等）の改修、附属中学校及び附

属特別支援学校の空調設備の整備等。重要な資産の処分は、農学部敷地の一

部の阿見町への売却である。 

 
・  設備や備品の有効活用については、再利用のための供用公募を引き続き実 

施している。 

 
 

（３）人件費、一般管理費の状況 
   ・ 平成２７年度における人件費は、総額 ９，５１４百万円で ＋３２０百万

円。これは人事院勧告及び新規採用等の増によるものである。    

 
・ 一般管理費は、５９９百万円（前年度比 △６２百万円）で、修繕費等の減

少及び経費節減に努めてきたことによる。 
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  [監事意見]  
・  第２期中期計画期間の最終年度である平成２７年度は、第３期を見据えて 

大学改革の推進及び教育研究機能の充実、学生支援等に大学運営交付金を有

効かつ合理的に活用したものと考える。 
 

・  総事業費は、基盤的財源である運営費交付金が毎年調整されるなかにあっ 
て、ＣＯＣ＋事業、受託・共同研究費等の外部資金の獲得が本学の教育研究 
活動等に活力を与えている状況にある。 引き続き、経費削減は勿論のこと、

外部資金獲得等の取組を強化し、教育研究の推進、地域貢献に努めていくこ

とが求められる。 

 
 
４ 監事意見のフォローアップ 

監事監査報告書においては監事意見を述べているが、これは理事、副学長をはじ

め関係者に大学運営の改善に向けた取組をしていただくためのものである。 
７月から９月にかけて、「平成２６年度監事監査報告書」の中で重要であると思わ

れる事項について、フォローアップの意味を込めて、関係部局における２７年度の

取組についてのヒアリングを実施した。実施部局及びヒアリング内容は以下のとお

りである。 
国際戦略室、留学交流課、企画課 （国際化推進プログラムの具体的な取組） 
財務課 （決算の早期化に向けた取組、駐車場の利便性の向上） 
財務課、社会連携課 （大学基金の創設について） 
施設課 （次期キャンパスマスタープラン策定に向けた取組） 
入学課 （志願者確保対策、オープンキャンパスの課題、入試ミス対策） 
保健管理センター （メンタルヘルス対策） 
学生生活課、総務課 （就職 Career Navi への登録、就職先の把握状況、学生・ 

父兄との円滑なコミュニケーションに向けた取組） 
企画課 （科研費獲得に向けた取組） 
理学部 （広域水圏環境科学教育研究センター及び宇宙科学教育研究センター

の今後の取組） 
ヒアリングの結果、一部の事業において年度内未達成であったが、業務担当責任

者は、概ね監事意見に真摯に向き合って業務等の改善に取り組んでいることを確認

した。 
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（資 料） 

資 料 ① ヒトを対象とする研究における研究倫理について 

１．趣 旨 

ヒトを対象として行われる研究については、研究対象者の身体及び精神に影

響を与える可能性があり、人間の尊厳及び人権を守る立場から「ヒトを対象と

する医学系研究に関する倫理指針」が平成26年12月22日付で文部科学省、厚生

労働省によって定められている。 

本学においては、従来、「茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究

及び疫学研究倫理規程（以下、茨城大学倫理規程）」に基づき、「茨城大学生

命倫理審査委員会（以下、茨城大学倫理委員会）」において、倫理的、科学的

な観点から審査が行われている。しかしながら、茨城大学倫理規程は、医学系

の研究に力点が置かれており、本学のように医学部をもたない大学において必

要とされるヒトを対象とする研究における研究倫理の審査にそぐわない点が見

受けられる。 

ここで、「ヒトを対象とする研究」とは、医学系に限らず、ヒトを直接の対

象として行われる生物学的、認知科学的、行動科学的研究で、個人の思惟、行

動、個人を取り巻く環境及び身体等に係るヒト由来の試料(血液、体液、組織、

遺伝子等)、情報及びデータを収集または採取して行われる研究をいう。 

また、「ヒトを対象とする研究における研究倫理」とは、研究実施に際して

実験の安全性が確保されていること、実験の目的・内容を被験者に説明し了解

を得ること、取得したヒト由来の試料、あるいは個人の情報の取り扱い、及び

発表の方法に問題がないこと、などを指す。 

簡潔に言えば、ヒトを被験者として、被験者の行動、環境、心身等に関する 

情報、データ等を収集・採取して行う実験及び調査等は、基本的にヒトを対象

とする研究に該当し、相応の研究倫理を遵守する必要性がある。 

【参考資料１】茨城大学倫理規程 

【参考資料２】他大学における研究倫理規程等 

 

２．本学における審査状況等 

(1) ヒトを対象とする研究に対する倫理審査は、全学的には茨城大学倫理規程

に基づき、茨城大学倫理委員会において行われているが、本委員会における

過去の審査状況は【参考資料３】の通りである。 

 

(2) 教育学部においては、茨城大学教育学部研究倫理規則（平成２６年２月１

９日規則第４号、以下、教育学部倫理規則）を定め、茨城大学教育学部研究

倫理委員会（以下、教育学部倫理委員会）を設置して、ヒトを対象とする実

験的、臨床的研究の研究倫理審査を行っている。本委員会における審査状況

は以下の通りである。 

【平成２６年度】制度適用の初年度であり、２０件の申請があり、すべ

ての研究が許可されている。 

【参考資料４】教育学部倫理規則 
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(3) 修士論文等を中心に調査したところ、教育学部以外の学部においても、ヒ

トを対象とする実験的、臨床的研究が行われている可能性が高いと判断され

るものが見受けられる。 

【参考資料５】ヒトを対象とする実験的・臨床的研究がおこなわれてい

ると考えられる平成２６年度修士論文題目一覧 

 

３．課 題 

・  茨城大学倫理規程においては医学系研究に力点が置かれているため、認知

科学・行動科学等分野におけるヒトを対象とした実験的、臨床的研究との適

合性に課題がある。 

・  茨城大学倫理委員会が医学系研究に対応するため３名の外部委員を含む構

成となっており、即応性に欠けることも課題である。 

・  教育学部倫理規則、及び教育学部倫理委員会は、茨城大学倫理規程、茨城

大学倫理委員会のもつ問題点を学部独自の取り組みで対応しようとしたもの

であり、倫理審査の観点からは評価できるが、茨城大学倫理規程、茨城大学

倫理委員会との関係が整理されていないという問題がある。 

・  ヒトを対象とする研究に関して、倫理審査を受けるべき研究か否かについ

ての判断基準が全学的に周知、共有されていないように見受けられる。 

 

４．検討の視点 

・  全学の倫理規程、審査体制と教育学部における倫理規則、審査体制との整

合性の確保、及び機能分担の明確化（全学組織への統合の可能性を含む） 

・  ヒトを対象とする実験的、臨床的研究についての考え方を全学的に統一し

て共有し、該当する研究がもれなく申請され、審査の対象となるような運用 

 

以上（文責・馬場） 
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資 料 ② 外国人留学生数の推移 

 
 
 

 

資 料 ③ 留学生に関するＨグループ大学間での比較 
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資 料 ④  外部資金獲得額の推移 

 
 

 

資 料 ⑤ 科学研究費補助金獲得額の推移 

 


